
◇市役所前にオブジェ設置(1日～30日）

◇市役所正面玄関をオレンジ色にライトアップ(３日～10日・26日～30日) 

◇区役所内でのポスター掲示、のぼり等の設置

オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンの取組について
～11月は『秋のこどもまんなか月間』 ～

市役所・区役所等における普及啓発活動

プロスポーツチーム（全8チーム）との連携による啓発活動

◇啓発物品や動画、ポスターの作成

◇ホームゲーム会場において

啓発物品の配布や大型ビジョンでの動画放映

メッセージの場内アナウンス、ポスター掲示

その他、大阪府書店商業組合の協力書店や企業・大学とも連携



あなたの１本の電話で救われるこどもがいます

で相談しませんか
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